
【指　標】

【新指標】

（％）

策定時
（平成26年度）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値
（平成31年度）

現
指
標

70.5 68.9 60.9

新
指
標

― ― 63.3

※目標達成まで年間3.9%の増加が必要

（％）

「食の安全基本方針」成果指標の見直しについて

【参考】　第3次新潟市食育推進計画　指標

食の安全に関する知識を持っていると思う市民の割合　

○食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断することができる市民の割合

75.0

(２０歳以上）

目　　的 　１　農林水産物の生産から流通、消費にわたる食品の安全性の確保

　２　市民の食に関する理解の促進と安心の提供

成果指標１

食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断することができる市民の割合

◆「第3次新潟市食育推進計画」との整
合性を図るため、平成29年度からの成
果指標を食育推進計画と同一内容に

修正する。

◆目標値は食育推進計画の評価年よ

りも2年早いことを勘案し、現行のままと
する。

 11.7%

（食の安全推進課）

資料３ (差替版）

（％）

　　　※目標達成まで年間3.3%の増加が必要

（％）

策定時
（平成26年度）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値
（平成３１年度）

修正値
(平成３１年度）

33.8 74.3 72.3 60.0 80.0

【参考】

策定時　（平成28年度） 目標値（平成33年度）

(２０歳以上）

成果指標２

63.3 80.0

新潟市における食の安心・安全の取組が十分に行われていると感じる市民の割合

53.6 58.6 
68.6 67.8 70.5 68.9 
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〇食の安全の知識を

持っている割合
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〇食の安全について関心のある

市民の割合

◆現状データで一番高い平

成27年度値(74.3%)を基準と
し、これより約5％高い80％
に目標を修正する。

（ 16.7%）
国の第3次食育基本計画と同様の指標及び目
標値に設定した。
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